
 第４号議案 

 

 

亀岡市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第３９号）等の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２３年９月６日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

亀岡市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （亀岡市税条例の一部改正） 

第１条 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

 第２６条第１項中「３０，０００円」を「１００，０００円」

に改める。 

 第３４条を次のように改める。 

 （寄附金税額控除） 

第３４条 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は法第３１４条の７第

１項第３号に掲げる寄附金（市内に主たる事務所を有する法人

若しくは団体に対して支出するもの又は市内での事業活動に充

てることを寄附の目的として支出するもののうち、市民の福祉

の増進に寄与するものとして規則で定めるところにより市長が

指定する寄附金をいう。）を支出した場合においては、法第 

３１４条の７第１項に規定するところにより控除すべき額（当

該納税義務者が前年中に同項第１号に掲げる寄附金を支出した

場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した 
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金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第

３３条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の

額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する

金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

 第３５条の４第２項中「各号に掲げる」を「に規定する」に改

める。 

 第３５条の５第１項中「納税義務者のうち」を「納税義務者

が」に、「３０，０００円」を「１００，０００円」に改める。 

 第５１条の１０第１項中「３０,０００円」を「１００,０００

円」に改める。 

 第５７条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１１項」を

「第３４９条の３第１２項」に改める。 

 第６１条第１項、第７０条第１項及び第８２条の２第１項中

「３０，０００円」を「１００，０００円」に改める。 

 第９４条の次に次の１条を加える。 

 （たばこ税に係る不申告に関する過料） 

第９４条の２ たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第 

９２条第１項又は第２項の規定による申告書を当該各項に規定

する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、

その者に対し、１００，０００円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指

定すべき納期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 第９９条の次に次の１条を加える。 

 （鉱産税に係る不申告に関する過料） 

第９９条の２ 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定

による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出し

なかった場合においては、その者に対し、１００，０００円以

下の過料を科する。 
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２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指

定すべき納期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 第１０９条第１項中「３０，０００円」を「１００，０００

円」に改める。 

 第１１５条の２を第１１５条の３とし、第１１５条の次に次の

１条を加える。 

 （特別土地保有税に係る不申告に関する過料） 

第１１５条の２ 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がな

くて前条第１項の規定による申告書を同項に規定する申告書の

提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、

１００，０００円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指

定すべき納期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 附則第７条の４を次のように改める。 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の規定の適用を受ける市民税の所得割の納

税義務者が、法第３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に

掲げる場合に該当する場合又は第３３条第２項に規定する課税

総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附

則第１６条の３第１項、附則第１６条の４第１項、附則第１７

条第１項、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項又は附則

第２０条の２第１項の規定の適用を受けるときは、第３４条第

２項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附

則第５条の５第２項に定めるところにより計算した金額とする。 

 附則第８条第１項中「平成２４年度」を「平成２７年度」に、

「所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項

各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、

かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育

牛（次項において「免税対象飼育牛」という。）である場合（そ 
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の 売 却 し た 肉 用 牛 の 頭 数 の 合 計 が ２ 千 頭 以 内 で あ る 場 合 に 限

る。）」を「法附則第６条第４項に規定する場合」に、「その肉

用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」に改め、

「（前年の第３２条第１項の規定する総所得金額に係る市民税の

所得割の額から当該事業所得がないものとして計算した場合にお

ける同項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控除した額と

する。）」を削り、同条第２項中「所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により

当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛の

うちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該

当する肉用牛の頭数の合計が２千頭を超える場合の当該超える部

分の免税対象飼育牛が含まれている場合（その売却した肉用牛が

すべて免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。）」

を「法附則第６条第５項に規定する場合」に、「その肉用牛」を

「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」に、「次に掲げる

金額」を「法附則第６条第５項各号に掲げる金額」に改め、同項

各号を削る。 

 附則第１０条の２第５項中「第３１条の規定による認定」を

「第７条第１項の登録」に改め、同条第８項中「第７条第９項各

号」を「第７条第８項各号」に改め、同条第９項中「第７条第 

１０項各号」を「第７条第９項各号」に改める。 

 附則第１６条の３第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１

項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配

当所得の金額」と、同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改

め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

 附則第１６条の４第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１

項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金 
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額並びに附則第１６条の４第１項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改め、

「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」と」を削る。 

 附則第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及

び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、 

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第１７条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と、

同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改め、「、同条第２項

及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と」を削る。 

 附則第１８条第５項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及

び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、 

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第１８条第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と、

同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改め、「、同条第２項

及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と」を削る。 

 附則第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及

び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、 

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改め、 

「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と」を削る。 

 附則第２０条の２第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１

項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金 

 

4-5 



額並びに附則第２０条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改め、

「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」と」を削る。 

 附則第２０条の４第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１

項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、

「、第３４条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第２０条の４第１項に規定する条約適用利子等の

額」と、同項前段」を「、第３４条第１項前段」に改め、「、同

条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と」を削り、同条第５項第２号中「、附則第７

条の３の２第１項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３

の２第１項」に、「、第３４条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第２０条の４第３項に規定する条

約適用配当等の額」と、同項前段」を「、第３４条第１項前段」

に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

 （亀岡市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 亀岡市税条例の一部を改正する条例（平成２０年亀岡市条

例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条第６項、第１３項及び第１８項中「平成２３年１２

月３１日」を「平成２５年１２月３１日」に改める。 

第３条 亀岡市税条例の一部を改正する条例（平成２２年亀岡市条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１条第３号中「平成２５年１月１日」を「平成２７年１

月１日」に改める。 

 附則第２条第４項中「平成２５年度」を「平成２７年度」に改

める。 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中亀岡市税条例第２６条第１項の改正規定、同条例第

３ ５ 条 の ５ 第 １ 項 の 改 正 規 定 （ 「 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を   

「１００，０００円」に改める部分に限る。）、同条例第５１

条の１０第１項、第６１条第１項、第７０条第１項及び第８２

条の２第１項の改正規定、同条例第９４条の次に１条を加える

改正規定、同条例第９９条の次に１条を加える改正規定、同条

例第１０９条第１項の改正規定、同条例第１１５条の２を第 

１１５条の３とし、第１１５条の次に１条を加える改正規定並

びに附則第４条の規定 公布の日から起算して２月を経過した

日 

⑵ 第１条中亀岡市税条例附則第８条の改正規定及び次条の規定

 平成２５年１月１日 

⑶ 第１条中亀岡市税条例附則第１０条の２第５項の改正規定 

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２３年法律第３２号）の施行の日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の亀岡市税条例（以下「新条

例」という。）附則第８条の規定は、平成２５年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、第１条の規定による改正前の亀

岡市税条例（以下「旧条例」という。）附則第８条第１項に規定

する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成２４年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税

に関する部分は、平成２３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、平成２２年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。 
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２ 新条例附則第１０条の２第５項の規定は、附則第１条第３号に

定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課す

べき平成２４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高

齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）

の施行の日から同号に定める日の前日までの間に新築された同号

に掲げる規定による改正前の地方税法附則第１５条の８第４項に

規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅については、な

お従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第４条 この条例（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該

規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこ

の附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税及びこ

の附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定

に係る市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 
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亀岡市税条例等の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり亀岡市税条例等の一

部を改正すること。 

⑴ 個人市民税に係る寄附金税額控除の適用下限額を２，０００

円（現行５，０００円）に引き下げること。 

⑵ 市民税等の不申告に関する過料の上限額を引き上げるなど、

罰則の見直しを行うこと。 

⑶ 個人市民税において、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等

に対する軽減税率の特例措置の適用期限を平成２５年１２月 

３１日まで２年延長すること。 

⑷ 個人市民税において、非課税口座内の少額上場株式等に係る

配当所得及び譲渡所得等に対する非課税措置の施行日を平成 

２７年１月１日まで２年延長すること。 

⑸ その他所要の規定整備を図ること。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

３ この条例は、公布の日から施行すること。ただし、１の⑵の改

正は、公布の日から起算して２月を経過した日、１の⑸のその他

所要の規定整備の一部については、平成２５年１月１日からそれ

ぞれ施行すること。 
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